
 

 

ｆ様式第３号（第５、第６の１、第６の２関係）（その１） 

 

朝 倉 警 察 署 協 議 会 会 議 録 

朝倉警察署協議会 

 
開催年月日時 

 令和７年２月１４日  午後３時００分から 

 令和７年２月１４日  午後４時００分まで 

 

  

 
開 催 場 所          朝倉警察署 会議室 

 

 

出 席 者        

警察署協議会 会長以下９名 

 

  

 

警 察 署        

署長、副署長、総務課長、会計課長、刑事課長 

交通課長、警備課長、地域課長、生活安全課長 
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 【開会】 

令和６年度第４回朝倉警察署協議会を開会する。 

 

【署長挨拶（要旨）】 

本日は、お忙しい中、協議会にお集まり頂き御礼申し上げる。 

今回は、令和７年最初の警察署協議会であることから、当県警全体に関する昨年の治安概況

と本年の運営指針について説明した後、当署に関する昨年の治安概況と本年推進することとし

ているニセ電話詐欺等の抑止対策や交通指導取締りについて説明させて頂く。 

本年も皆様方からの様々なご意見・ご要望等を頂戴しながら、実効的な警察活動を展開して

いきたいと考えているので、引き続きご理解とご協力のほど宜しくお願いする。 
 

【会長挨拶（要旨）】 

本日は、公私ともにお忙しい中、警察署協議会にお集まり頂き感謝申し上げる。 

今回は、今月６日に開催予定であった警察署協議会会長会議の結果を報告するつもりであっ

たが、事情により今月２７日に延期になったことから、次回の警察署協議会で報告させて頂く。 

さて、先日の夜、外出先から帰宅していた際、十数人の中学生が公園に屯しているのを見か 

けた。保護司としてパトロールする際に、こうした状況を認めたことはなかったので、彼らも

補導されないような時間や場所を選んで集まっているのだなと感じた。 

こうした少年を犯罪から守ることなど、様々な取組を進めるための知恵を出して頂くことで

実り多い警察署協議会になると思うのでご協力をお願いする。 

 

【報告事項等】 

１ 福岡県における治安概況 

２ 令和７年における福岡県警察の運営指針 

３ 令和６年における朝倉警察署管内の治安状況 

 ⑴ １１０番通報の受理状況 

 ⑵ 刑法犯の認知・検挙状況 

 ⑶ ニセ電話詐欺等の発生状況 

 ⑷ 人身安全事案の受理状況 

 ⑸ 交通事故の発生状況 
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４ ニセ電話詐欺等の抑止対策 

５ 朝倉警察署交通指導取締り指針 

 

【質疑、意見、要望等】 

 ○ 委員から「国際電話の利用休止については、広報誌等を活用して周知を図ったら如何か」

旨の意見がなされ、生活安全課長が「国際電話の利用休止については、警察への申込書提

出が必要となるので、先ずは警察官が巡回連絡や各種会合の機会に直接説明することで周

知を図り、合わせて申込書の配付も行いたいと考えている」旨回答した。 

 ○ 委員から「国際電話の利用休止は、携帯電話も対象となっているか」旨の質疑がなされ、

生活安全課長が「警察が促進を図っている利用休止の対象は、自宅の固定電話であり、携

帯電話に関する利用休止を希望する場合は、該当する携帯電話各社へ個別に相談すること

となる」旨回答した。 

 ○ 委員から「朝倉署管内で自宅訪問による詐欺被害の発生はあるか」旨の質疑がなされ、

生活安全課長が「当署管内での発生はないが、他署管内では、訪問した業者から家人の在

宅時間や家族構成等を確認されたり、壁等にマーキングされるといった状況が認められる。

今後も、不審な業者が訪問してきた場合は安易に対応しないよう注意喚起を図るとともに

職務質問を徹底していきたい」旨回答した。 

 ○ 委員から「横断歩道がないにも関わらず、国道級の道路を歩行者が横断しようとする状

況を認めた場合に、どのように対応すべきか迷ってしまう」旨の相談がなされ、交通課長

が「直線道路で横断歩道がない場合は、歩行者の動向に注意しながら進行することになる

と思うが、交差点であれば、横断歩道がない場合でも、歩行者が優先となるので停車する

必要がある」旨回答した。 

 ○ 委員から「横断歩道を渡ろうとする歩行者を認めたので停車したが、歩行者が車両の進

行を手で促す等した場合は進行して問題ないか」旨の質疑がなされ、交通課長が「歩行者

の動向に注意の上、徐行しながら進行して構わない」旨回答した。 

 ○ 委員から「自営で飲食物の販売を行っているが、以前、購入客と思しき人物から電話が

あり、食したところ体調を崩し治療を行ったのでその費用を支払うよう要求された。その

際、治療費の領収書を送付するよう相手に依頼したが、それに応じてもらえず非常に困っ

た経験がある。このような場合にどのように対応すべきか教示願いたい」旨の相談がなさ

れ、刑事課長が「内容証明郵便を活用するなどして相手の反応を確認し、その後の対応を

検討することも一つの方法である」旨回答した。 

 

【退任者挨拶】 

 

【閉会】 

  令和６年度第４回朝倉警察署協議会を閉会する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


